
第Ⅸ章　調査の成果と課題

第1節　縄文時代

西方遺跡におけるこれまで確認されている縄文時代の遺構は、竪穴住居が 4軒、落し穴土坑 1基、集石、

焼土址、土器集中、性格不明の土坑・ピットなどである。第 4図 No.15地点の住居 1軒を除き、台地先

端部に分布が集中し、西方貝塚として知られる住居もこの位置にあたる。また、出土土器は早期から後期

まで多岐にわたるが、前期中葉の黒浜式が主体を占め、遺構も多くがこの時期と捉えられている。

本書掲載地点では第 9次調査で不明遺構 1基、ピット 9か所が確認された。ソフトローム層が露出す

る深さまで削平され、残存状況が悪いため不明確な部分も多く、出土遺物も少ない。図示した遺物は前期

諸磯 C式と後期堀ノ内 1式の小片各 1点で、本遺跡西部で発見されている土器の時期とも対応する。

台地縁辺部において遺構が確認される状況は、台地先端部に加え西方 B遺跡第 1次調査(第 4図 16)地

点でもみられる傾向である。今回は、これまで調査例のない西方遺跡東部での調査であったが、同様な様

相が確認され、新たな資料が蓄積された。

第 2節　弥生時代 (第 32図)

下寺尾西方遺跡は弥生時代中期後半の宮の台式期に限定して営まれた環濠集落で、二重の環濠が確認さ

れている。その詳細は ｢下寺尾西方遺跡の調査｣ (大村ほか 2018)でまとめられ、平成 31(2019)年には

弥生時代中期社会の様相を知るうえで重要な遺跡と評価され、国史跡に指定された。

内側の環濠は東西 240m×南北 230m、外側の環濠は東西約 400m×南北 270mの規模と推定され、竪

穴住居の変遷は 3期が想定されている。遺跡南西部の確認状況から集落Ⅰ期に対応する内側環濠は V字

形で、集落Ⅱ・Ⅲ期には東側に拡張し、断面逆台形の外側環濠を巡らせたと考えられた。

また、｢茅ヶ崎市埋蔵文化財調査集報Ⅶ｣ (大村ほか 2019)では平成 30(2018)年に実施された第 6次確

認調査の成果を報告し、集落北東部での環濠について考察している。この中で、平成 17(2005)年の詳細

確認調査(第 4図 18)と第 6次確認調査で確認された V字溝を集落東縁環濠の一部と認識し、今回第 8次

調査ではこの環濠の南側延長部を確認したことになる。結果、第 6次地点から 8次地点まで 130mを直

線的に走り、底面標高が両端とも約 11.50mであることが判明した。このことから第 8次地点でも本来は

幅 3.8m、深さ 2.1m程度の規模を有するものと推測され、構築時の地表面高度も 13.6m前後であったと

考えられる。

さらに、集報Ⅶでは西方 A遺跡第 2次調査(第 4図 6)の北東部調査区(F・G・H・I)において確認さ

れた 2条の溝と溝の可能性の高い 1か所の落ち込みについても整理している。ここでは第 32図に関係図

を示し、再度まとめておきたい。

①　第 6次地点から第 8次地点まで直線的に 130m続く溝は、外側環濠の一部で V字形を呈す。

②　A2次調査区 Gでは南北に走る V字溝と逆台形溝の重複がみられ、V字溝が新しい。

③　調査区 Gの逆台形溝は西側調査区 H・Iまで台地北縁を東西方向に続き、外側環濠の一部と想定さ
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第 32 図　環濠集落復元図 ( 上：1/3,000　下：1/500)



れている。

④　逆台形溝は V字溝との重複部東側には続かない。

⑤　調査区 Fでは溝となる可能性が高い落ち込みの斜面が確認されている。

西方 A遺跡第 2次調査報告書(富永 1994)では、調査例の少ない年代に限られた調査面積の中で確認

された遺構を逆台形環濠と考察した成果は大きく、現時点でも拡張された集落範囲推定の根拠となってい

る。問題は V字形環濠の延長部である。調査区 Gの V字溝も報告書では形態・規模等から環濠と推測し

ているが、逆台形環濠と重複し時期が新しいとされる。第 6次地点からこの溝につながると仮定した場合、

30m程度の距離で東西に約 10m屈曲することになり、やや不自然な感じが残る。さらに、環濠に途切れ

がないとして図で示したラインを推定すると、調査区 D・Eで痕跡が確認されてしかるべきである。逆に

いえば、調査区 Gの V字溝は集落東縁の V字形環濠とはつながらない可能性が指摘できる。

また、第 4図 No.19地点(西方 A遺跡第 6次調査・西方 C遺跡第 2次調査)の報告で、確認された南北

に走る古代溝をまっすぐ北に延ばした推定線が調査区 Gの V字溝にあたること。V字溝覆土土層説明に

記された ｢大粒パミス｣ が貞観スコリアである可能性が考えられることなどから古代官衙遺跡を構成する

区画溝と推測している(大村・藤井 2007)。

さらに、調査区 Fでの落ち込みが溝の斜面であり、V字形環濠の延長部になると仮定した場合も、逆

台形環濠との関係でいくつかの疑問点が残る。逆台形溝と V字形溝は拡張した集落外側を限る環濠とし

て同時に存在した遺構なのか。V字形溝推定線はほぼ直線を呈し環濠と呼ぶのがふさわしいか。などで、

｢下寺尾西方遺跡の調査｣ (大村ほか 2018)でも今後の課題とされている部分である。

一方、集落南東部分での環濠推定ラインであるが、第 8次地点南隣接地での試掘調査では、より低い

面まで削平されていることが確認されており(富永 2009)、現地形の観察から環濠残存は可能性がないも

のと言わざるを得ない。さらに、第 10次地点も逆台形環濠の南部推定ラインにあたるが、第Ⅳ章で記し

たとおり上部層が削平されていることから、やはり残存の可能性は低い。ただし、北寄りのラインを取れ

ば削平範囲を外れる可能性も残されており、今後の取り扱いには十分な注意を向ける必要がある。

第 3節　古代

下寺尾官衙遺跡群の基軸要素であり、保存活動の大きな契機となった西方 A遺跡第 5次調査(第 4図

No.15)で確認された高座郡家関連遺構は郡庁、正倉、館・厨を構成する掘立柱建物が整然と並ぶ状況が

みられた。史跡指定後の調査では第 4図 No.15地点の西側旧校舎部分で大型掘立柱建物や柵列、ローム

土を版築した整地面等が確認され、官衙関連遺構が広く分布することが明らかになってきている。

本書で扱った地点では、第 9次で溝状遺構、第 10次で土坑・ピットをともなう段切状遺構、第 13次

で土坑・竪穴址・不明遺構が発見された。

第 9次の溝状遺構は舌状台地の幅が狭まる位置で、台地南縁に沿って東西方向に延びる 20mほどが確

認された。出土遺物は少ないものの 7世紀代の須恵器甕口縁部片が発見されており、不明確ながらこの

時期に構築されたと推測している。周辺での調査例がないため延長部のつながりは不明で、溝の機能を含

め官衙関連遺構との関係は判然としない。

平成 12(2000)年以降くり返し実施された七堂伽藍跡の確認調査(第 4図 11)を通して、台地南縁の斜
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第 33 図　史跡指定範囲図 (1/5,000)　上：史跡下寺尾官衙遺跡群(古代)

	 下：史跡下寺尾西方遺跡(弥生時代)
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面は緩やかな曲線を描く現在の状況とは異なり、小さな谷と尾根が出入りする細かな地形が分布するこ

とが判ってきていた。第Ⅳ章で述べたように平成 15(2003)年の西方 B遺跡第 1次調査(第 4図 16)では、

台地上の高座郡家と台地下の下寺尾寺院を結ぶ機能も想定される段切状遺構が確認されていることから、

第 10次地点の段切状遺構もその機能と広がりに注意する必要があると考えられる。

造成による台地面削平が帯状に続くことから周辺での調査区展開には多くの困難がともなうと予想され

る。しかし、官衙関連と推定される遺構の確認は、高座郡家南部域の様相がほとんどつかめていない状況

で、今後の保護活動に向けて大きな意味を持つことになると期待させる。

また、西方遺跡中心に近い第 13次 TP1・2では市道舗装材の下に古代と推定される遺構覆土の残存を

確認した。水道管等の埋設物で撹乱されている部分もあるが、高座郡家正殿に近い位置に遺構が保存され

ていることが判明したことは今後の整備に向けて重要な要素といえる。

第 4節　今後の調査に向けて (第 33図)

下寺尾遺跡群では、平成 27(2015)年の史跡指定以後西方遺跡を中心にくり返し発掘調査が実施されて

いる。その原因としては、まず史跡整備に向けた内容把握を目的とした確認調査があり、文化庁、神奈川

県教育委員会、茅ヶ崎市文化財保護審議会下寺尾遺跡群等保存・活用部会などの指導を受け茅ヶ崎市教育

委員会が主体となって学術調査を実施している。また、遺跡の残存状況を確認するための小規模調査があ

る。茅ヶ崎市は史跡保存のために下寺尾遺跡群内での公有地化も進めており、土地所有者との協議を経て

調査を実施している。さらに、史跡隣接地では個人住宅等の開発行為も発生し、やむを得ない場合は記録

保存調査で対応している。

本書で報告した第 8次地点は住宅新築を前提に着手されたが、調査中に事業者と協議を行い、開発の

中止から遺構の現状保存、公有地として買い上げを経て史跡の追加指定まで届くことになった。下寺尾遺

跡群の保存整備事業の中で、多くの関係者の努力が実を結んだもののひとつといえる。

本稿執筆時の令和 6(2024)年 12月時点で、西方遺跡の調査は遺跡統合後で 22次に達している。これ

まではすべて ｢第＊次確認調査｣ と呼称してきたが、第 9次や第 10次のように記録保存の部分も含むこ

とになり単なる確認調査で対応することは実情に合わないといえる。

したがって、調査原因や調査面積の如何に関わらず今後は ｢西方遺跡第＊次調査｣ と呼ぶことが地点把

握に有効と考える。関係各所の意思統一を図りたい。

最後に、第 33図は ｢史跡下寺尾官衙遺跡群｣ と ｢史跡下寺尾西方遺跡｣ の指定範囲を示したものであ

るが、両図の追加指定申請範囲とした部分について令和 6年 12月 20日国の文化審議会から答申が出され、

追加指定が決定したことを付け加えておく。
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